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信用取引口座設定約諾書  

 

 

私は、信用取引制度の特徴および仕組み等に関し、貴社から受けた説明の内容を十分把握し、

私の判断と責任において信用取引を行います。つきましては、貴社に信用取引口座を設定す

るに際し、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。以下「法」という。）その他の法令、

信用取引に係る売買を執行する取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所（以下「当該

取引所」という。）の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則および決定事項並びに

慣行中、信用取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、

これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、当

該取引所の諸規則において定めるところに従います。 

 

（信用取引口座による処理） 

第１条 

私が今後貴社との間に行う信用取引において、借り入れる金銭、買付有価証券、借り入

れる有価証券、売付け代金、委託保証金、売買の決済による損益金、金利、その他授受

する金銭は全てこの信用取引口座で処理すること 

 

（委託保証金の代用有価証券の範囲） 

第２条 

委託保証金の差入れを有価証券をもって代用する場合については、貴社は貴社が応じら

れる範囲において有価証券を受け入れることに異議のないこと 

 

（委託保証金の取り扱い） 

第３条 

１．私がこの信用取引口座を通じて貴社に差し入れた委託保証金は、法令に従い貴社の

財産とは分別して保管されること 

２．前項の規定にかかわらず、私が委託保証金として貴社に預託した代用有価証券は、

私が別に書面により同意をした場合には、貴社が他に担保に供しまたは貸し付ける

ことができること 

３．前項の場合において、貴社は、他に担保に供しまたは貸し付けた有価証券に相当す

る額の金銭または有価証券を、法令に従い貴社の財産とは分別して保管すること 

 

（買付有価証券および売付代金の取り扱い） 

第４条 

私がこの信用取引口座を通じて買い付けた有価証券および有価証券を売り付けた場合

の代金は、貴社が任意にこれを他に貸し付け、担保に供し、他の顧客の信用取引のため

使用しまたはその有価証券に基づく権利を貴社が行使することに異議のないこと 

 

（弁済条件の変更） 

第５条 

当該取引所が、天災地変、経済事情の激変、登録取消し、上場廃止その他やむを得ない
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理由に基づいて、信用取引に係る弁済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこ

と 

 

（貸出規程による制約） 

第６条 

私が制度信用取引を行っている場合において、当該取引所が指定する証券金融会社（以

下「証金」といいます。）が貸借取引貸出規程（以下「貸出規程」といいます。）に基づ

いて次の措置、制約を行ったときは、私の制度信用取引につきそれと同様の措置、制約

を行うこと 

１）証金の行う貸借取引に係る特定の銘柄の貸株残高株数等が、融資残高株数等を超

過し、その不足株数等の調達が不可能または著しく困難となった場合において、

証金が貸出規程に基づいて融資の返済を申し込むことを延期させる措置 

２）天災地変、戦争動乱、経済事情の激変、当該取引所における売買の停止または制

限、品不足、その他やむを得ない事由により一部または全部の銘柄について貸借

取引の決済が不可能または著しく困難となるおそれがあると認められる場合に

おいて、証金が貸出規程に基づいて別にその方法・条件を定めて決済を行わせる

措置 

３）その他証金の貸出規程のうち、制度信用取引の条件に関連する制約 

 

（買付有価証券等につき剰余金の配当または株式分割による株式を受ける権利の付与等が

行われた場合の処理） 

第７条 

私が制度信用取引に関し、貴社に預入れした買付有価証券または貴社から借り入れた有

価証券につき、剰余金の配当または株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われ

た場合における当該権利の処理については、当該取引所の定める方法により処理される

こと 

 

（期限の利益の喪失） 

第８条 

１．私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等が

なくても貴社に対する信用取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに

債務を弁済すること 

１）支払いの停止または破産手続き開始、再生手続き開始、会社更生手続き開始

もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき 

２）手形交換所または電子記録債権法（平成 19 年法律第 102 号）第 2 条第 2

項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 

３）私の貴社に対する信用取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかに

ついて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき 

４）私の貴社に対する信用取引に係る債務について差し入れている担保の目的物

について差押または競売手続きの開始があったとき 

５）外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したと

き 

６）住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の住
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所が不明となったとき 

２．次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社の請求によって貴社に対する信

用取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること 

１）私の貴社に対する信用取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかに

ついて一部でも履行を遅滞したとき 

２）私の貴社に対する債務（信用取引に係る債務を除く。）について差し入れて

いる担保の目的物について差押または競売手続きの開始（外国の法令に基づ

くこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。）があ

ったとき 

３）私が貴社との本約諾またはその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき 

４）前３号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき 

 

（期限の利益を喪失した場合における信用取引の処理） 

第９条 

１．私が前条第１項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した信用取引口

座を通じて処理される全ての信用取引につき、これを決済するために必要な売付契

約または買付契約を、私の計算において貴社が任意に締結することに異議のないこ

と 

２．私が前条第２項第１号に掲げる債務のうち、信用取引に係る債務について一部でも

履行を遅滞したときは、当該取引所の規則により、当該遅滞に係る信用取引を決済

するために必要な売付契約または買付契約を、私の計算において貴社が任意に締結

することに異議のないこと 

３．私が前条第２項各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定

する日時までに、私が貴社に設定した信用取引口座を通じて処理される全ての信用

取引を決済するために必要な売付けまたは買付けを、貴社に委託して行うこと（前

項の規定により貴社が売付契約または買付契約を締結する場合を除きます。） 

４．前項の日時までに、私が売付けまたは買付けの委託を行わないときは、貴社が任意

に、私の計算においてそれを決済するために必要な売付契約または買付契約を締結

することに異議のないこと 

５．前各項の売付けまたは買付けを行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、

その額に相当する金銭を直ちに支払うこと 

 

（委託保証金等の処分） 

第１０条 

私が信用取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、

通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、次の各号に掲げるものを、私

の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金か

ら諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議

なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと 

１）私が委託保証金として差し入れた代用有価証券 

２）その他証券取引に関し、貴社が占有している私の有価証券およびその他の動産 

 

（差引計算） 
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第１１条 

１．期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行し

なければならない場合には、その債務と私の貴社に対する信用取引に係る債権その

他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺す

ることができること 

２．前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知および所定の手続きを省略し、私

に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること 

３．前２項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、

その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴社の定める利率に

よるものとし、信用取引に係る貴社に対する債務の遅延損害金の率については当該

取引所の定めるものとし、貴社に対するその他の債務の遅延損害金の率については、

貴社の定める率によるものとします。 

 

（弁済等充当の順序） 

第１２条 

債務の弁済または前条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りな

いときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること 

 

（遅延損害金の支払い） 

第１３条 

私が信用取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴

社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該取引所の定める率による遅延損害金を

支払うことに異議のないこと 

 

（通知金融商品取引業者等に該当した場合の措置） 

第１４条 

１．次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社または貴社が加入する投資者保

護基金（以下「基金」という。）から特段の通知がない限り、私が貴社に設定した

信用取引口座を通じて処理される全ての信用取引（以下「当該信用取引」という。）

に係る私の債務につき、当然期限の利益が失われ、かつ、決済のための売付けおよ

び買付けを行うことができなくなること 

１）貴社が金融商品取引法に定める通知金融商品取引業者に該当し、基金が貴社

の顧客分別金信託の受益権を行使したとき 

２）貴社が金融商品取引法に定める認定金融商品取引業者に該当し、基金がその

公告を行ったとき 

２．前項の場合においては、私と貴社との間における私の当該信用取引に係る全ての債

権（委託保証金返還請求権を除きます。）および債務については、第１号に定める

額と第２号に定める額との差額に相当する金銭の授受により処理されること。この

場合において、私が当該差額に相当する金銭を支払うべきときは、当該差額は、私

が貴社に差し入れた委託保証金により担保されること 

１）当該信用取引による売付代金に係る債権の額および当該信用取引による買付

有価証券に相当する価額として当該取引所が定めた価額並びにその他の当

該信用取引に関する一切の債権（当該信用取引に係る買付有価証券の引渡請
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求権および委託保証金返還請求権を除きます。）の額の合計額 

２）当該信用取引による買付代金に係る債務の額および当該信用取引による売付

有価証券に相当する価額として当該取引所が定めた価額並びにその他の当

該信用取引に関する一切の債務（当該信用取引に係る売付有価証券の引渡債

務を除きます。）の額の合計額 

 

（認定等に伴う措置に係る請求） 

第１５条 

貴社が通知金融商品取引業者または認定金融商品取引業者に該当した場合において、前

条に定める取り扱いその他当該取引所の定める規則に基づき行われる取り扱いにより、

私が損害を被ったときであっても、当該取引所に対してその損害の賠償を請求しないこ

と 

 

（債権譲渡等の禁止） 

第１６条 

私が貴社に対して有する債権は、これを他に譲渡または質入れしないこと 

 

（委託保証金の利息その他の対価） 

第１７条 

私が信用取引に関し、貴社に委託保証金として差し入れる金銭または代用有価証券には、

利息その他の対価をつけないこと 

 

（報告） 

第１８条 

第８条第１項各号および同条第２項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対

し直ちにその旨を報告すること 

 

（届出事項の変更届出） 

第１９条 

貴社に届け出た氏名もしくは名称、印章もしくは署名鑑または住所もしくは事務所の所

在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちにその旨の届出をすること 

 

（報告書等の作成および提出） 

第２０条 

１．私は、貴社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る信用取引の内

容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、

私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること 

２．前項の規定に基づき行われたかかる報告書その他の書類の作成および提出に関して

生した一切の損害については、貴社は免責されること 

 

（免責事項） 

第２１条 

１．天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る委託保証金等の返
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還が遅延した場合に生じた損害については、貴社がその責めを負わないこと 

２．前項の事由による委託保証金等の紛失、滅失、毀損等の損害についても貴社はその

責めを負わないこと 

３．貴社が、諸届その他の書類に使用された印影または署名を届出の印鑑または署名鑑

と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの

書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については

貴社がその責めを負わないこと 

 

（通知の効力） 

第２２条 

私が貴社に届け出た住所または事務所にあて、貴社によりなされた信用取引に関する諸

通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかっ

た場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること 

 

（適用法） 

第２３条 

本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること 

 

（合意管轄） 

第２４条 

私と貴社との間の信用取引に関する訴訟については、貴社本店または支店の所在地を管

轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること 

 

（電磁的方法による書面の授受） 

第２５条 

１．貴社は、その用いる電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第５７条の

３に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。）の種類および内容を提示し、私

の書面または電磁的方法による承諾を得た場合には、第３条第２項に規定する書面

の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき同意を得ることができ

ること。この場合において、貴社は私から当該書面によるべき同意を得たものとみ

なされること 

２．私が、前項の規定による承諾をした後に、書面または電磁的方法により、電磁的方

法による同意を行わない旨の申し出をした場合（私が再び前項の規定による承諾を

した場合を除きます。）は、貴社は、前項の規定に基づき電磁的方法により受ける

ことができることとした書面によるべき同意を得ないこと 

３．私は、第１８条及び第１９条に規定する報告及び届出を、書面又は電磁的方法のう

ち貴社が指定するいずれかの方法（私から書面の受入れの請求があった場合又は印

章若しくは署名鑑の変更に係るものにあっては、書面とする。）により行うこと。

ただし、電磁的方法による場合にあっては、貴社が次に掲げる要件のいずれかを満

たすときに限る。 

１）あらかじめ、私に対し、当該報告及び届出を電磁的方法により受け入れる旨

並びにその用いる電磁的方法の種類及び内容を提示し、当該報告及び届出を
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電磁的方法により受け入れることについて、私の書面又は電磁的方法による

承諾を得ていること。 

２）あらかじめ、私に対し、当該報告及び届出を電磁的方法により受け入れる旨並

びに次に掲げる事項を告知していること。 

ａ 電磁的方法の種類及び内容 

ｂ 貴社に対し、私が書面による当該報告及び届出の受入れを請求すること 

ができる旨 

（2025 年 4 月 1 日現在） 
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包括再担保契約に基づく担保同意書 

 

 

私は、貴社に預入れしてある信用取引保証金代用有価証券について、下記により貴社が証券

金融会社等に混同担保として提供することに同意します。 

 

記 

 

１．貴社が混同担保として提供できる有価証券は、私が貴社に預託する全ての信用取引保証

金代用有価証券とすること 

 

２．貴社は、上記１で指定した有価証券について、預託を受けた後、担保に提供するまでの

間に、私に対し、包括再担保契約により包括的な同意を得ている旨確認すること 

 

３．貴社は、上記２で確認をした有価証券を、同契約に基づき担保として提供しようとする

ときは、当該担保として提供しようとする有価証券の種類、銘柄および株数もしくは券

面の総額に関する事項を記載した報告書を「取引残高報告書」と併せて私に送付するこ

と、または「証券オンライン取引電子交付サービス取扱規定」に基づき私に提供するこ

と 

 

４．貴社は、私の申し出により、同契約の解約に応じること 

 

５．貴社は、上記４の解約に応じた場合、ただちに、私が貴社に開設する信用取引口座を閉

鎖すること 

以上 

（平成２４年９月３日現在） 

 



 

 10  
  

信用取引に関する確認書 兼 確約書 

 

 

お客様（以下、「私」（ただし、お客様が法人の場合は「当社」）といいます。）は、株式会

社 SBI ネオトレード証券（以下、「貴社」といいます。）において、株式信用取引（以下、「本

取引」といいます。）を行うため、貴社における本取引に係る「契約締結前交付書面」、「取

引概要」及び、証券オンライン取引に係る「約款」、「規程」等（以下、「規程等」といいま

す。）をよく読み、これら規程等が適用されることに同意し、下記に記載する事項について

理解もしくは確認を行い、かつ貴社の定める取引ルールに則り、私の判断と責任において本

取引を行なうことを確約します。 

なお、私は、私が本取引口座の開設を申し込むにあたり、貴社が私の適合性を審査し、本

取引口座の開設の可否を判断することに同意します。 

 

記 

 

１． 私は、貴社の本取引に係る取引ルールを確認し、貴社の定める方法により、貴社の提

供するシステムを通じ取引を行います。 

２． 私は、私名義の金融資産が 300 万円以上あります。 

３． 私は、私が貴社に預託する金銭及び有価証券の全てが一元管理され、本取引の保証金

として取り扱われることを確認しました。 

４． 私は、貴社の規定により本取引の必要保証金預託額が 30 万円以上、かつ必要保証金

預託率が 30％以上であることを確認しました。 

５． 私は、貴社の規定により本取引の保証金預託率が 20％を下回った場合、保証金預託率

が 30％を上回る額の追加保証金が請求されることを確認しました。 

６． 私は、追加保証金の必要入金額が、追加保証金発生日の翌営業日バッチ処理後に確定

され、貴社がその必要入金額の案内を、NEOTRADE W（取引ツール）の画面にて確

認することを承諾します。 

７． 私は、追加保証金が発生した場合は、発生日の翌々営業日 12：00 までに、貴社で解

消が確認されるように対応を行います。 

８． 私は、私が追加保証金を貴社の定める時限までに解消しなかった場合は、貴社の定め

た方法により、私の本取引に係る未返済の建玉全てが強制返済されることを承諾しま

す。 

９． 私は、本取引において、取引手数料、金利、品貸料、貸株料、管理費、権利処理手数

料等の諸経費が、私の負担になることを確認しました。 

10．私は、私の本取引に係る建玉の返済期日については自ら管理を行い、返済期日の前営

業日までに返済しなければならないことを確認しました。 

11．私は、貴社の定める時限までに私の本取引に係る建玉を返済しなかった場合、返済期
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日当日に強制返済されることを承諾します。 

12．私は、追加保証金の未入金による強制返済、もしくは返済期日当日の強制返済が行わ

れる場合、コール取引手数料が適用されることを確認しました。 

13．私は、本取引の返済による損失、あるいは現物株の買付等受渡において、保証金から

の振替不足等により不足金もしくは立替金が生じた場合は、速やかに不足金もしくは

立替金を充足するに足る以上の額を入金します。 

14．私は、貴社の定める時限までに、上記不足金もしくは立替金を入金しなかった場合、

私の取引口座において本取引等の制限が行われることを承諾します。 

15. 私は、制度信用取引および一般信用取引の返済期限について以下確認しました。 

（1）制度信用取引において、期日の前営業日までに反対売買または現引もしくは現渡

による返済を行わなければならないこと。 

（2）一般信用取引において、返済期限は原則無制限ですが、建玉に権利等の発生（株

式分割、合弁等）が予定される場合、返済期限が繰り上げとなること。 

（3）制度信用取引、一般信用取引に関わらず、期日の前営業日までに反対売買または

現引もしくは現渡による返済を行わなかった場合、期日当日、貴社の任意で、かつ

顧客の計算により当該建玉が反対売買または現引もしくは現渡による返済がされ

ること。 

16．私は、その他貴社の定める本取引に係る取引ルールを確認し、私の本取引において貴

社の定める取引ルールが適用されることを承諾します。 

 

以上 

（2021 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 


